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第25回定例会

　第25回定例会は、２月19日から３月21日までの31日間
の日程で開催しました。２月21日・25日および26日に
開会した常任委員会等では、令和６年度補正予算等に
ついて審査を行い、３月３日の本会議で採決を行いま
した。３月５日からは当初予算等に係る予算特別委員
会を設置し、分科会および総括質疑（全体会議）によ
る審査を行った後、３月21日の本会議において当初予
算案等はいずれも原案可決となりました。
（各議案の採決結果は11・12面に掲載）

令和７年度当初予算案·百条委員会の調査報告書案を可決
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百条委員会の調査報告書について

■�政治倫理審査会の� �
詳しい内容はこちら⇒

■�本市議会等におけるこれまで
の対応経過の内容はこちら⇒

調査の趣旨・結果
令和５年12月に在宅起訴された際、新聞報道等によると起訴された事件の横領金額は総額約200万円とされ、不可

解な入出金のすべての事案が起訴されたわけではないことが判明した。このため、本市議会議長は起訴されていない
事案について、その真相究明を行うべく地方自治法第100条の規定に基づく調査を行う方針を表明した。ただし、起
訴された事件の確定には第１回公判での起訴状朗読を待つ必要があったため、その後に百条委員会を設置して調査を
する予定としていた。しかし、令和６年９月時点においても第１回公判は開かれず、そのまま第１回公判を待ってい
ると、現議員の任期満了（令和７年６月26日）までに調査を終了することが困難になってきた。
そのため新聞報道等により明らかにされた、起訴された事件の横領金額の総額及び事件発生の時期を考慮し、司

法権の独立を侵害しない範囲において、起訴されていないと推測される以下の２つの事件について、地方自治法第
100条の規定に基づき特別委員会を設置して調査を行うこととした。

百条委員会の調査報告書について
令和７年（2025年）３月21日の本会議において「光本圭佑議員による日本維新の会の政
務活動費の不可解な入出金等に係る調査特別委員会（百条委員会）」の調査結果について
前迫直美委員長が報告を行い、その調査報告書案を可決しました。
今号では２面～５面に調査報告書の一部を抜粋し掲載します。なお、調査報告書の全文
は市議会ホームページに掲載しています。

調査報告書

本市議会におけるこれまでの対応
令和４年６月、令和３年度から４年度に日本維新の会に交付された政務活動費において、元日本維新の会所属　

光本圭佑議員による複数にわたる不可解な入出金や、有印私文書偽造及び変造の疑いが発覚した。このため、即座に
会派代表者会を開会し、同議員に対し事情等を問いただしたが、十分な説明がなされず、真相究明にはほど遠い状況
であった。同議員のこうした態度を踏まえ、令和４年８月に議会事務局長が兵庫県警察本部に有印私文書偽造及び変
造などの疑いで同議員を刑事告発し、令和５年12月に神戸地方検察庁は同議員を有印私文書偽造及び変造に加え、業
務上横領の罪で在宅起訴した。
その間、本市議会は当該事件の発生を重く受け止め、市民からの信頼を回復すべく、今後二度と同様の事象が起

こらないよう政務活動費に係る各種規定の検証、必要に応じた見直し等に関することを協議するため、令和４年６月
に「政務活動費の制度検証等特別委員会」を設置し、令和６年５月まで計13回にわたり、原因の分析、制度上の課
題・問題点の洗い出しなど検討を重ね、制度の見直しを行った。
また、令和５年３月には市民からの調査請求を受け、議長において尼崎市議会議員政治倫理審査会（学識経験者

や弁護士等の外部委員で構成）を設置し、同年11月に本審査会から本市議会において、光本圭佑議員に対し、議員辞
職勧告決議をするのが妥当との審査結果報告がなされた。
本市議会においても、光本圭佑議員に対し、令和４年６月、令和５年６月・11月の３度にわたり全会一致で辞職勧

告決議を可決した。

委員会の開催状況
回 数 開催日 協議内容

第 １ 回 令和６年
10月17日（木）

・傍聴定員について
・委員長の互選
・副委員長の互選
・副委員長の委員長職務代理順位の決定
・本委員会の運営方法等について
・証人の出頭要求について
・記録（資料）の提出要求について
・委員派遣について

第 ２ 回 令和６年
11月13日（水）

・委員派遣に係る調査報告について
・証人尋問の取扱いについて
・本日の証人尋問の進め方について
・証人尋問について

第 ３ 回 令和６年
11月25日（月） ・記録（資料）の提出要求について

第 ４ 回 令和７年
１月10日（金） ・記録（資料）の提出要求について

第 ５ 回 令和７年
２月12日（水） ・証人の出頭要求について

第 ６ 回 令和７年
２月19日（水）

・本日の証人尋問の進め方について
・証人尋問について

第 ７ 回 令和７年
３月12日（水） ・調査報告書（案）について

第 ８ 回 令和７年
３月17日（月） ・調査報告書について

委員会の構成

委 員 長 前 迫 直 美 （公明党）

副 委 員 長 都 築 徳 昭 （市民グリーンクラブ）

副 委 員 長 丸 岡 鉄 也 （蒼風会）

委 員

眞 田 泰 秀 （公明党）

中 尾 健 一 （公明党）

川 﨑 敏 美 （日本共産党議員団）

佐 野 剛 志 （青雲の会）

田 中 淳 司 （みどりの未来）
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百条委員会の調査報告書について

■�政務活動費の制度検証等特別� �
委員会の詳しい内容はこちら⇒

概要
　光本圭佑議員は、令和３年11月２日、日本維新の会職員（以下、「会派職員」という。）に政務活動費から現
金で会派広報紙の印刷代として127万2,500円、ポスティング代として76万5,765円、合計203万8,265�円を引き
出させ受領した。同議員の説明によると、一旦、Ｋ社に発注し代金の支払をしたが、その後、会派職員が安価
な印刷業者を見つけたためＫ社との契約をキャンセルしたとのことである。令和４年３月31日、同議員はＫ社
から返金を受けたとして、現金203万8,265円を会派職員を介し、政務活動費の口座へ返金した。しかし、事件
が発覚する令和４年６月までの約７か月もの間、他の会派所属議員及び会派職員は誰一人Ｋ社との取引を知ら
なかった。結果的に、令和３年11月２日から令和４年３月31日までの間、政務活動費の口座に203万8,265円が
なく、Ｋ社との取引を証明する書類は令和４年５月に議会事務局が光本圭佑議員に提出を求めた令和３年10月
25日付けのＫ社作成の見積書のみであった。

概要
　光本圭佑議員は、令和４年４月20日、別管理をするとして、他の会派所属議員に無断で会派職員に政務活動
費から会派所属議員10人分の個人使用の政務活動費として現金250万円を引き出させ受領した。この出金が不
可解であったため、議会事務局が同年５月に、また会派所属議員が同年６月３日にそれぞれ同議員に対し250
万円を入金したＷＥＢ通帳の写しの提出を求めたところ提出されたが、つじつまが合っておらず、偽造の疑い
が濃いものであった。またその後同年６月６日に会派所属議員が同議員に対し250万円を戻すよう求めたとこ
ろ、同日安浪順一議員が250万円を立替えて返金した。同議員及び安浪順一議員の説明によると同議員は安浪
順一議員に同日250万円を返金したとのことである。

調査結果
　本事件に関しては光本圭佑氏等による証言や関係者からの回答をもってしても不審な点が何点かある。
　まず１点目は、６年前にＫ社に会派広報紙の印刷（政務活動費は充当していない。）を発注しながらＫ社の営
業実態等に対する不信感からキャンセルしたため、Ｋ社とトラブルになり、当時の会派所属議員から二度と使う
なと強く言われたにもかかわらず、光本圭佑氏が再度発注をかけたと証言している点である。
　２点目は、Ｋ社の説明では令和３年10月25日付けの見積書を光本圭佑氏に渡した、また光本圭佑氏も以前の説
明ではＫ社に見積書の作成を依頼し入手したと言っておきながら（令和６年11月13日の本委員会における証人尋
問では見積書の存在について記憶がないと証言している。）、同年11月１日及び11月８日の会派会議で一切報告を
していない点である。
　３点目は、光本圭佑氏は令和３年11月２日にＫ社に印刷及びポスティング代を前払いしたと証言しているにも
かかわらず、11月８日の会派会議でＫ社と契約を締結し既に代金を支払い済みの報告をするどころか、印刷を１
回にまとめるにはどうしたらいいかということを相談してみるという発言をしている点である。
　４点目は、令和３年11月２日に会派職員に印刷及びポスティング代の出金をさせる際に、Ｋ社の名前の記載は
なく、Ｂ社（以前から委託しているポスティング会社）及びＰ社（大手通販印刷会社）の名前とそれぞれの金額
が記載されたメモを会派職員に渡している点である（仮に光本圭佑氏が令和３年10月25日付けの見積書をＫ社か
ら徴していたのであればメモでなく見積書を会派職員に渡していたはずである。また、光本圭佑氏はＫ社からオ
ーケーをもらったので、その金額を下ろしてほしいということを会派職員に伝えたと証言しているが、会派職員
は知らないと回答している。なお、会派職員は会派報の最終入稿予定日であった11月８日の会派会議においても
業者が決まっていないことを知り、交渉が難航しているとの思い、また、11月９日にはデザイナーから最終段階
のデータも届いたので印刷先が決まっていないのは困るとの思いから、印刷先を探して状況を解決しようと動い
ており、Ｋ社への支払ということを伝えているのであれば、会派職員が印刷先を探すという行動に出ることは考
えにくい。）。
　一方、光本圭佑氏の証言とＫ社の回答を比較すると見積依頼から返金までの大筋の流れは合致しているが、細
かい部分では齟齬がある。例えば、Ｋ社は見積書を手渡したと回答しているが、光本圭佑氏は見積書の記憶がな
い（令和５年１月16日の政務活動費の制度検証等特別委員会では見積書、請求書、領収書はもらい、返金しても
らった時にそれらは返却したと発言している。）と証言していること。返金の催促と期限について、光本圭佑氏
は何度か電話で催促した、期限について令和４年３月31日まででよいとは言っていないと証言しているが、Ｋ社
は催促は１回だけであった、光本圭佑氏から返金は令和４年３月31日まででよいと言われたと回答していること。
また、令和４年３月31日にＫ社から返金を受けた際に、Ｋ社はその場で現金を確認してもらったと回答している
が、光本圭佑氏は確認できる雰囲気ではなかったためその場で確認していないと証言していることなどが挙げら
れる。
　更に、光本圭佑氏がＫ社に会派広報紙の印刷及びポスティングの発注を行い、金銭のやり取りをしたことを証
する直接的な証拠は示されていない。
　これらを総合的に判断すると、光本圭佑氏がＫ社に会派広報紙の印刷及びポスティングの発注を行い、Ｋ社と
の間で現金の授受が行われていたとされることは疑わしく、光本圭佑氏がＫ社に支払ったとされる203万8,265円
を一時的に流用していた可能性も否定できないと言わざるを得ない。

事件１

事件２
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百条委員会の調査報告書について

調査結果
　これまで光本圭佑氏が議会事務局・日本維新の会に提出してきた政務活動費250万円を移したとされる屋号付
き個人口座の入出金記録や、令和４年６月14日の会派代表者会での説明によると、令和４年４月１日にＭ銀行Ｍ
支店に屋号付き個人口座を開設し、会派が割れるかもしれないとの光本圭佑氏による認識のもと、同年４月20日
に会派職員に別で管理することになったと説明し、25万円×10人分＝250万円を出金させ、同日にその口座に入
金したとのことであった。しかしながら、屋号付き個人口座の入出金記録をＭ銀行Ｍ支店に請求したところ、当
該口座は令和４年６月２日に開設されており、同年６月３日に25万円が10回に分けて振り込まれていることが
確認できたことから、議会事務局や日本維新の会に提出してきた入出金記録は偽造であることが判明した。同年
５月に議会事務局に入出金記録を提出した時点で、既に巧妙に入出金記録を偽造し、その時から欺こうとしてい
たことがうかがえる。また、本委員会において令和４年４月20日から同年６月３日までの政務活動費250万円の
所在を明らかにするため「光本圭佑」名義の別の口座についても複数の金融機関に請求し、提出のあった光本圭
佑名義の口座（個人口座）の入出金記録を見ると同年６月３日にＯ社から個人口座に250万円が振り込まれ、同
日に個人口座から屋号付き個人口座に25万円を10回に分けて振り込まれていることが確認できた。これらの入
出金記録から、当該250万円は政務活動費ではなく、これまで光本圭佑氏は虚偽の説明をし続けていたことも判
明した。とりわけ同年６月14日の会派代表者会において、光本圭佑氏は同年５月に議会事務局職員にパソコンの
ＷＥＢ通帳の画面を見せたと主張し、またパソコンのＷＥＢ通帳の画面を最初は見ることが出来ていたが、その
後画面が切れ、再ログインを試みたものの、パスワードエラーによりログインすることができない事象が起こっ
た。しかし、これらの言動はそれまでの虚偽説明を隠すものであり、はなはだ悪質と言わざるを得ない。こうし
た口座の入出金記録や光本圭佑氏の言動からは、政務活動費250万円の所在が明らかになるどころか、250万円
の所在は不明となった。光本圭佑氏は横領や私的流用はない、起訴されていないということは違法性がないと判
断されたと主張するが、起訴されていないのは、疑わしい点が全くないため起訴されていないというわけではな
く、刑事罰を科す何らかの構成要件が不足しているに過ぎないと推測する。加えて、光本圭佑氏は今まで提出し
てきた入出金記録の真偽については刑事訴追のおそれがあるとして証言を拒否していることからも、何らかの不
正行為があることも否定できない。

日本維新の会光本圭佑名義の口座（屋号付き個人口座）における資金の流れ

令和4年6月3日
O社から
250万円の入金

光本圭佑名義の口座
（令和4年6月2日時点
の口座残高は数十円）

令和4年6月3日
250万円を
25万円×10回
に分けて振替

日本維新の会
光本圭佑名義の口座
(令和4年6月2日開設) 令和 4年 6月6日

200 万円をH社へ

令和4年6月6日
20万円を親族へ
30万円を光本圭佑
名義の口座へ

O社

政務活動費250万円の流れ

令和 4年 4月1日 令和 4年 4月20日 令和 4年
4月20日
以降虚偽 (光本圭佑氏の説明)

日本維新の会 光本圭佑
名義の口座を開設

事実 (調査結果)
日本維新の会 光本圭佑
名義の口座の開設なし

政務活動費の口座

会派職員に指示し、
250 万円を出金

光本圭佑議員に
250 万円を渡す

光本圭佑
議員

事実 (調査結果)
日本維新の会光本圭佑
名義の口座がないので
振り込めない

虚偽(光本圭佑氏の説明)
日本維新の会光本圭佑
名義の口座に振り込ん
だと説明

証言拒絶
により

250 万円は
所在不明
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百条委員会の調査報告書について

総括

光本圭佑氏の証言には不審な点や証言拒否が多く、他の証人の証言、提出された記録（資料）、関係者の回答をも
ってしても、不可解な入出金の全容解明には至らなかった。
本委員会で新たに明らかになったことは、これまで光本圭佑氏が開示を拒否してきた屋号付き個人口座の入出金

記録をＭ銀行に請求し提出を受けたことにより、光本圭佑氏がこれまで説明してきた令和４年４月１日に屋号付き個
人口座を開設し、政務活動費250万円を令和４年４月20日に当該口座に入金したということは虚偽であったというこ
とである。光本圭佑氏が虚偽の説明をし続けなければならなかったことについても理由は不明であるが、政務活動費
250万円の所在は不明のままであり、疑惑は増すばかりである。
光本圭佑氏は折に触れて裁判で説明責任を果たすというが、そもそも起訴されていないと推測される事件（事件

２については起訴されていないと光本圭佑氏が証言している。）については裁判で説明責任を果たすことはできない。
本委員会は説明責任を果たす場の一つであるにもかかわらず、訴追のおそれがあると証言を拒否している。というこ
とは、自ら説明責任を果たす意思が全くないということにほかならず、また、事件１については、様々な証言をして
いるものの、Ｋ社とのやり取りがあったことを証する書類が提出されておらず、証言の不一致などを考慮すると、両
件ともに起訴には至っていないが何らかの不正があると疑わざるを得ない。
さらに、矛盾なく裁判を進めていくためにも回答は控えるとしている。「矛盾なく裁判を進めていくため」とはど

ういう意味か。事実が一つである限り、本委員会においても裁判においても、証言に矛盾は生じないはずである。本
委員会に至るまでにも、事実関係の説明が翻るなど言動に一貫性を欠く場面があったことを考えると、これまで事実
を述べることなく、その場その場で場当たり的な説明をしてきたがゆえに、つじつまが合わなくなってきた結果、本
委員会においても、特に事件２については証言拒否が多くなり、「矛盾なく裁判を進めるため」という言葉になった
と推測する。
これまでも光本圭佑氏の一連の行動、証言から推測すると、最終的に政務活動費が口座に戻っていれば、その間

のプロセスはどうであれ問題はないという思考であることがうかがえる。また、自らの支出決定者としての行動はこ
れまで日本維新の会では普通になされてきたこと、また、事件１と同様のことが以前にもあったが、議会事務局も議
長も問題にすらしなかったなどと自らの行動を正当化し、責任転嫁をする場面もあった。
このような光本圭佑氏の対応・態度は誠に不誠実であり、高い倫理観が求められる議員としては資質を欠くもの

である。市民に対して政治不信を招いたと謝罪するだけではなく、政治不信を招くに至った経緯経過を信用たるに十
分な客観的な証拠とともに、早急に事実を自らが説明することを強く求める。
一方で、日本維新の会の内部統制の面では、経理責任者について当時、議会事務局に提出された書類上では経理

責任者とされていた西田兼治氏は「（政務活動費上の）経理責任者にはなっていない」と証言し、他の会派所属議員
においても当時誰が経理責任者であったのか認識があいまいである議員も複数存在している。当時の日本維新の会に
おいては、経理責任者を通すことなく、会派職員との間だけで出金を行うことが可能であったとの証言もあり、経理
責任者の存在は形骸化し、全く機能していなかったことがうかがえる。このような事態を未然に防ぐことができず、
早期に発見できなかった会派の責任は重い。政務活動費の制度検証等特別委員会での検討結果を踏まえ、二度と不正
が起こらぬよう引き続き着実に制度を運用することをあらためて強く求める。
今回の事件は当時の日本維新の会の経理事務のずさんさも一因ではあるが、第一義的にはその間隙をついた光本

圭佑氏に責任がある。
光本圭佑氏においては、自ら説明責任を果たそうとしないどころか、政務活動費を入金したとされていた入出金

記録を再三にわたり偽造し、議会事務局・日本維新の会に提出したことや議会をはじめとする様々な場面で虚偽の説
明を繰り返してきたことの重大さ及び市民からの負託を踏みにじっていることを自覚し、自ら辞職の判断を下すべき
である。
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の
議
審
算
予
初
当

 

れ
流
な
主

疑
質
表
代
①

　
　
　

←

会
員
委
別
特
算
予
②

　

）
会
科
分
（　

　
　

←

会
員
委
別
特
算
予
③

　

）
疑
質
括
総
（　

　
　

←

会
員
委
別
特
算
予
④

　

）
決
採
・
明
表
見
意
派
会
各
（　

　
　

←

）
決
採
（
議
会
本
⑤

物
価
高
騰
対
策
に
つ
い

て
　
　
令
和
６
年
度
の
物
価
高
騰
対

策
を
ど
の
よ
う
に
検
証
し
た
の
か
。

新
年
度
は
よ
り
一
層
効
果
的
か
つ

ス
ピ
ー
ド
感
を
持
っ
て
取
り
組
む

べ
き
だ
が
市
長
の
考
え
は
ど
う
か
。

　
　
　
令
和
６
年
度
は
低
所
得
世

帯
を
対
象
と
し
た
給
付
金
事
業
な

ど
、
国
制
度
に
よ
る
支
援
に
加
え

本
市
の
実
情
に
応
じ
、
あ
ま
咲
き

コ
イ
ン
プ
レ
ミ
ア
ム
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
な
ど
の
事
業
を
実
施
し
生
活
者

と
事
業
者
を
支
え
る
た
め
の
取
り

組
み
を
ス
ピ
ー
ド
感
を
持
っ
て
進

め
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
て
い

る
。
令
和
７
年
度
も
引
き
続
き
市

内
経
済
や
市
民
生
活
へ
の
影
響
を

注
視
し
国
や
県
の
動
向
も
踏
ま
え

市
民
の
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
た
機
動

的
な
施
策
を
随
時
実
施
し
て
い
く
。

　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

■
そ
の
他
の
主
な
質
疑

○�

次
の
ス
テ
ー
ジ
を
目
指
す
尼
崎

の
教
育
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
、

市
長
の
思
い
は
。

公
明
党

前
迫
　
直
美

問市
長

○�

学
校
体
育
館
へ
の
エ
ア
コ
ン
設

置
の
市
長
の
見
解
は
ど
う
か
。

○�

こ
れ
ま
で
本
市
を
支
え
て
こ
ら

れ
た
高
齢
者
へ
の
市
長
の
思�

い
は
。

防
災
対
策
に
つ
い
て

　
　
本
市
の
指
定
避
難
場
所
の
現

状
と
市
民
の
安
心
・
安
全
の
た
め

の
予
算
に
つ
い
て
の
市
長
の
考
え

は
ど
う
か
。

　
　
　
指
定
避
難
場
所
の
環
境
改

善
は
災
害
関
連
死
等
を
防
ぐ
た
め

に
も
重
要
な
課
題
の
一
つ
と
し
て

認
識
し
て
お
り
、
関
連
予
算
は
過

去
の
災
害
発
生
時
の
課
題
を
踏
ま

え
、
現
物
備
蓄
の
充
実
や
民
間
事

業
者
と
の
新
た
な
協
定
締
結
な
ど
、

環
境
改
善
の
取
り
組
み
を
進
め
て

い
る
。
ま
た
防
災
・
減
災
に
係
る

予
算
は
、
ハ
ー
ド
・
ソ
フ
ト
の
両

面
か
ら
市
民
の
安
心
・
安
全
を
守

る
上
で
重
要
で
あ
り
、
可
能
な
限

り
国
の
補
助
金
を
活
用
し
、
優
先

順
位
や
そ
の
効
果
等
を
踏
ま
え
て

必
要
な
予
算
措
置
を
講
じ
て
い
く
。

日

本 

維
新
の
会

松
岡
　
洋
司

問市
長

　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

■
そ
の
他
の
主
な
質
疑

○�

中
学
校
の
給
食
に
パ
ン
を
提
供

し
て
は
ど
う
か
。

○�

学
校
給
食
費
の
無
償
化
に
つ
い

て
の
本
市
の
考
え
は
。

○�

そ
れ
ぞ
れ
の
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ

リ
ッ
ト
を
含
め
た
本
市
の
市

立
・
私
立
高
等
学
校
の
高
校
無

償
化
に
向
け
て
の
市
長
の
考�

え
は
。

共
生
社
会
の
実
現
に
つ

い
て

　
　
分
断
と
極
端
性
が
進
む
社
会

に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
姿
勢
で

市
政
運
営
に
取
り
組
む
の
か
。

　
　
　
政
策
決
定
に
関
わ
る
人
間

は
常
に
謙
虚
な
姿
勢
を
持
ち
続
け
、

想
像
と
共
感
と
い
う
人
間
が
本
来

有
す
る
能
力
を
最
大
限
発
揮
し
た

上
で
政
策
判
断
を
行
い
、
な
ぜ
そ

の
よ
う
な
判
断
を
し
た
の
か
と
い

う
こ
と
を
し
っ
か
り
と
説
明
で
き

る
よ
う
に
し
て
い
く
こ
と
が
大
切

市
民
グ
リ
ー
ン

ク

ラ

ブ

都
築
　
徳
昭

問市
長

　３月４日・５日の２日間、各会派の代表者７人が令和
７年度当初予算案などに関して代表質疑を行いました。
主な質疑と答弁の要旨は、次のとおりです。

だ
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
姿
勢
は

政
治
理
念
と
し
て
約
束
し
た
対
話

重
視
、
実
行
力
、
誰
一
人
取
り
残

さ
な
い
と
い
う
３
点
に
集
約
さ
れ

る
と
思
う
た
め
引
き
続
き
こ
の
姿

勢
を
大
切
に
し
市
政
運
営
に
向
き

合
っ
て
い
き
た
い
と
思
う
。

　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

■
そ
の
他
の
主
な
質
疑

○�

本
市
の
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
教
育

の
目
指
す
方
向
性
は
。

○�

あ
ま
や
さ
い
の
地
産
地
消
と
併

せ
て
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
給
食
の�

拡
大
は
可
能
か
。
ま
た
来
年
度

の
具
体
的
な
計
画
は
。

○�

社
会
福
祉
協
議
会
を
主
体
と
し

な
が
ら
も
多
様
な
主
体
も
含�

め
た
組
織
の
在
り
方
の
方
向�

性
を
示
す
時
で
は
な
い
か
。

中
学
校
部
活
動
の
地
域

移
行
に
つ
い
て

　
　
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
へ
の
移
行

に
伴
い
、
保
護
者
等
の
費
用
負
担

は
ど
う
変
化
す
る
の
か
。
ま
た
、

低
所
得
世
帯
の
生
徒
が
公
平
に
参

蒼
風
会

林
　
　
久
博

問
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加
で
き
る
よ
う
、
市
と
し
て
ど
の

よ
う
な
対
策
を
講
じ
て
い
く
の
か
。

　
　
　
　
競
技
等
の
種
類
や
活
動

頻
度
な
ど
で
会
費
は
異
な
る
が
、

こ
れ
ま
で
の
部
費
と
比
較
し
て
負

担
が
増
え
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

本
市
で
は
公
費
で
運
営
す
る
直
営

の
地
域
ク
ラ
ブ
設
置
な
ど
、
で
き

る
限
り
参
加
し
や
す
い
会
費
設
定

と
な
る
よ
う
努
め
、
経
済
的
な
事

情
で
会
費
の
負
担
が
困
難
な
家
庭

に
は
学
び
の
機
会
格
差
が
生
じ
な

い
よ
う
一
定
の
要
件
を
満
た
し
た

世
帯
を
対
象
に
会
費
の
減
額
や
免

除
を
行
う
こ
と
を
検
討
し
て
い
く
。

　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

■
そ
の
他
の
主
な
質
疑

○�

本
市
に
お
け
る
多
文
化
共
生
社

会
の
実
現
に
向
け
た
具
体
的�

な
取
り
組
み
と
そ
の
成
果
、
今

後
の
課
題
は
何
か
。

○�

本
市
が
ダ
ブ
ル
ケ
ア
ラ
ー
に
対

し
て
提
供
で
き
る
支
援
制
度�

に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ�

る
か
。
ま
た
、
介
護
保
険
制
度

や
子
育
て
支
援
制
度
と
ダ
ブ�

ル
ケ
ア
の
関
連
性
を
ど
の
よ�

う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

○�

囲
碁
・
将
棋
を
活
用
し
た
学
力

向
上
の
取
り
組
み
の
先
進
事�

例
を
ど
う
捉
え
て
い
る
か
。
ま

た
、
学
校
教
育
に
お
い
て
導
入

を
検
討
す
る
考
え
は
あ
る
か
。

教
育
長

教
育
の
在
り
方
に
つ
い

て
　
　
新
自
由
主
義
の
内
面
化
が
進

ん
で
い
る
こ
と
と
本
来
の
教
育
の

果
た
す
べ
き
役
割
に
つ
い
て
の
考

え
は
ど
う
か
。

　
　
　
新
自
由
主
義
と
教
育
に
お

け
る
競
争
原
理
と
の
因
果
関
係
は

素
直
に
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き

ず
、
例
え
ば
中
国
の
科
挙
な
ど
も

人
間
の
中
の
差
別
化
・
競
争
で
あ

り
、
そ
の
意
味
で
は
人
間
そ
の
も

の
に
備
わ
っ
た
仏
教
で
い
う
業
の

よ
う
な
も
の
と
受
け
止
め
て
い
る
。

そ
の
上
で
教
育
の
本
質
は
文
化
の

継
承
と
一
人
一
人
の
人
間
が
よ
り

豊
か
で
幸
せ
な
人
生
を
送
る
た
め

の
成
長
を
手
助
け
す
る
こ
と
が
第

一
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
そ
の

結
果
、
平
和
で
民
主
的
な
社
会
を

担
う
構
成
員
の
育
成
を
目
指
す
も

の
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
。

　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

■
そ
の
他
の
主
な
質
疑

○�

正
規
職
員
を
増
や
す
方
向
に
人

川
﨑
　
敏
美

日
本
共
産
党

議

員

団

問市
長

事
政
策
を
転
換
す
べ
き
と
思�

う
が
見
解
は
。

○�

学
校
体
育
館
の
断
熱
化
お
よ
び

空
調
整
備
の
全
体
計
画
と
そ�

の
優
先
度
の
考
え
方
は
。

○�

阪
神
間
他
都
市
に
倣
っ
て
が
ん

検
診
を
無
料
に
す
べ
き
と
思�

う
が
見
解
は
。

市
政
へ
の
思
い
に
つ
い

て
　
　
こ
れ
ま
で
の
任
期
の
評
価
と

今
後
の
市
政
へ
の
思
い
は
。

　
　
　
重
点
課
題
事
項
の
設
定
・

施
策
評
価
な
ど
年
間
の
予
算
編
成

プ
ロ
セ
ス
を
見
定
め
幹
部
職
員
と

早
め
に
問
題
意
識
を
共
有
し
、
着

実
な
政
策
推
進
を
意
識
し
て
き
た

こ
と
で
、
大
き
な
ト
ラ
ブ
ル
も
な

く
こ
こ
ま
で
こ
れ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
っ
て
い
る
。
政
策
へ
の
イ

ン
パ
ク
ト
や
思
い
切
り
を
意
識
し

す
ぎ
る
と
ひ
ず
み
を
生
む
可
能
性

も
高
く
な
る
が
、
財
政
支
出
と
財

政
規
律
、
子
育
て
世
帯
と
高
齢
世

帯
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
バ
ラ
ン
ス
を
意

青
雲
の
会

波
多
　
正
文

問市
長

識
し
な
が
ら
丁
寧
な
議
論
を
経
て

政
策
決
定
を
し
て
い
く
こ
と
に
こ

れ
か
ら
も
意
を
用
い
て
い
く
。

　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

■
そ
の
他
の
主
な
質
疑

○�

主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び

や
帯
学
習
・
放
課
後
学
習
へ
の

来
年
度
の
取
り
組
み
は
。
ま
た
、

先
進
市
の
デ
ジ
タ
ル
採
点
シ�

ス
テ
ム
導
入
に
よ
る
全
教
員�

の
指
導
改
善
実
績
を
知
る
こ�

と
が
大
切
だ
と
思
う
が
、
ど
う

か
。

○�

自
宅
か
ら
出
ら
れ
な
い
不
登
校

生
徒
へ
同
年
代
の
経
験
者
の�

月
１
回
自
宅
訪
問
の
よ
う
な�

事
業
が
必
要
で
あ
り
、
保
護
者

が
安
心
し
て
相
談
で
き
る
取�

り
組
み
が
な
い
と
思
う
が
ど�

う
か
。

○�

事
業
所
の
課
題
に
対
し
て
分
野

別
の
専
門
家
に
相
談
で
き
る�

体
制
の
必
要
性
と
将
来
的
な�

産
業
政
策
へ
の
考
え
は
。

防
災
に
つ
い
て

み
ど
り
の

未

来

迫
田
　
敬
一

　
　
避
難
訓
練
を
高
齢
者
・
障
害

者
施
設
や
地
域
と
合
同
で
実
施
し

て
い
る
学
校
は
増
え
て
い
る
の
か
。

ま
た
、
浸
水
継
続
時
間
を
反
映
し

た
訓
練
の
予
定
は
あ
る
の
か
。

　
　
　
　
今
年
度
、
各
校
と
高
齢

者
等
の
施
設
や
地
域
と
の
合
同
避

難
訓
練
へ
の
参
加
状
況
は
把
握
で

き
て
い
な
い
が
、
全
て
の
小
中
学

校
で
地
域
や
関
係
機
関
、
幼
稚
園

や
保
育
所
等
と
連
携
し
て
実
施
し

て
い
る
。
ま
た
、
各
校
の
立
地
や

地
域
の
実
情
に
応
じ
て
校
区
内
の

道
路
な
ど
の
浸
水
状
況
を
は
じ
め
、

さ
ま
ざ
ま
な
災
害
を
想
定
し
て
学

校
で
の
待
機
や
保
護
者
へ
の
引
き

渡
し
な
ど
の
対
応
も
含
め
て
訓
練

を
実
施
し
て
い
る
。

　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

■
そ
の
他
の
主
な
質
疑

○�

現
在
の
保
育
士
確
保
事
業
で
保

育
士
不
足
は
ど
の
程
度
解
消�

さ
れ
る
見
込
み
か
。
ま
た
潜
在

保
育
士
の
実
態
把
握
お
よ
び�

そ
の
対
策
、
就
労
状
況
は
ど
う

か
。

○�

火
葬
場
な
ど
の
使
用
料
・
手
数

料
の
改
定
に
つ
い
て
、
適
正
な

原
価
率
算
定
の
環
境
は
市
民�

側
に
は
整
っ
て
い
な
い
と
思�

わ
れ
る
が
ど
う
か
。

○�

学
校
行
事
あ
り
き
の
県
の
万
博

招
待
事
業
に
違
和
感
が
あ
る�

が
、
市
長
は
ど
う
思
う
か
。

問教
育
長
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令
和
７
年
度
当
初
予

算
お
よ
び
同
予
算
関

連
議
案
等
を
審
査

　
本
市
議
会
で
は
、
令
和
７

年
度
当
初
予
算
と
同
予
算
関

連
議
案
の
計
19
案
件
を
集
中

的
に
審
査
す
る
た
め
、
全
議

員
を
委
員
と
す
る
予
算
特
別

委
員
会
を
設
置
し
、
委
員
長

に
開　
康
生
委
員
を
選
任
し

ま
し
た
。

　
審
査
に
当
た
っ
て
は
、
常

任
委
員
会
と
委
員
や
所
管
事

項
が
同
じ
５
つ
の
分
科
会
を

設
置
し
、
各
所
管
部
局
に
関

し
て
審
査
を
行
う
と
と
も
に
、

当
初
予
算
案
お
よ
び
当
初
予

算
関
連
議
案
に
つ
い
て
の
論

点
整
理
を
行
う
た
め
、
分
科

員
間
に
よ
る
協
議
を
行
い
ま

し
た
。
続
い
て
、
各
会
派
が

総
括
質
疑
を
行
っ
た
後
、
意

見
表
明
を
行
い
ま
し
た
。
そ

の
後
の
採
決
の
結
果
、
一
般

会
計
予
算
案
な
ど
の
19
案
件

を
原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま

し
た
。

　

３
月
６
・
７
日
の
２
日
間

に
わ
た
り
行
っ
た
各
分
科
会

の
審
査
に
お
い
て
、
次
の
事

項
が
重
要
な
論
点
と
し
て
全

会
一
致
で
ま
と
め
ら
れ
、各
論

点
に
お
い
て
、分
科
員
か
ら
そ

れ
ぞ
れ
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。

□
総
務
分
科
会

　
　
　
社
会
情
勢
を
踏
ま
え
た
公

共
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
計
画
と
公

契
約
の
在
り
方
に
つ
い
て
。

　
　
　
必
要
な
見
直
し
や
改
善
を

行
う
こ
と
。

　
　
　
Ｄ
Ｘ
の
推
進
及
び
情
報
セ

キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
の
強
化
に
つ
い
て
。

　
　
　
市
民
に
も
、
職
員
に
も
利

便
性
が
実
感
で
き
る
よ
う
な
効
率

的
な
取
り
組
み
を
行
う
こ
と
。

　
生
成
Ａ
Ｉ
の
活
用
に
は
ル
ー
ル

に
基
づ
い
て
行
う
こ
と
。

　
　
　
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の

醸
成
及
び
生
涯
学
習
の
推
進
に
つ

い
て
。

　
　
　
新
た
な
担
い
手
の
育
成
に

取
り
組
む
こ
と
。

　
　
　
職
員
の
資
質
向
上
及
び
内

部
統
制
の
強
化
に
つ
い
て
。

論
点

意
見

論
点

意
見

論
点

意
見

論
点

　
　
　
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
向
上

も
含
め
た
処
遇
改
善
等
に
取
り
組

む
こ
と
。

　
勤
務
時
間
や
勤
務
場
所
な
ど
職

員
の
希
望
に
柔
軟
に
対
応
で
き
る

よ
う
取
り
組
む
こ
と
。

　
　
　
予
算
編
成
・
債
権
管
理
・

収
入
整
理
の
最
適
化
に
つ
い
て
。

　
　
　
財
務
状
況
を
踏
ま
え
て
優

先
順
位
を
見
直
し
、
無
駄
の
な
い

適
正
な
予
算
配
分
を
行
う
こ
と
。

　
債
権
管
理
・
収
入
整
理
の
適
正

化
を
行
う
こ
と
。

　
　
　
庁
内
横
断
的
に
行
う
人
権

保
障
と
多
文
化
共
生
の
取
組
の
推

進
に
つ
い
て
。

　
　
　
当
事
者
の
地
域
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
へ
の
参
加
や
所
管
課
が
相

互
に
連
携
す
る
よ
う
取
り
組
む
こ

と
。

□
文
教
分
科
会

　
　
　
い
じ
め
・
体
罰
等
の
根
絶

に
向
け
た
取
組
及
び
庁
内
横
断
的

な
不
登
校
対
策
の
充
実
に
つ
い
て
。

　
　
　
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
よ
る
い
じ
め
の

対
策
を
強
化
す
る
こ
と
。

　
　
　
教
員
不
足
の
対
策
及
び
教

員
の
資
質
向
上
並
び
に
教
員
の
働

き
方
改
革
の
推
進
に
つ
い
て
。

　
　
　
こ
れ
ら
の
取
組
を
教
員
の

余
裕
に
つ
な
げ
る
こ
と
。

意
見

論
点

意
見

論
点

意
見

論
点

意
見

論
点

意
見

　
子
供
た
ち
が
健
全
に
育
つ
よ
う

と
り
わ
け
実
学
と
な
る
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ａ

Ｍ
教
育
に
取
り
組
む
こ
と
。

　
Ｄ
Ｘ
の
取
組
を
推
進
す
る
こ
と
。

　
　
　
老
朽
化
し
た
学
校
施
設
及

び
体
育
館
の
空
調
設
備
の
整
備
に

つ
い
て
。

　
　
　
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
教
育
の

推
進
に
つ
い
て
。

　
　
　
子
供
た
ち
が
過
ご
し
や
す

い
学
校
環
境
を
つ
く
る
こ
と
。

　
　
　
多
様
な
人
権
教
育
の
さ
ら

な
る
推
進
に
つ
い
て
。

　
　
　
子
供
の
人
権
は
保
障
さ
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
を
教
育
活
動

の
中
で
し
っ
か
り
と
伝
え
る
こ
と
。

　
　
　
中
学
校
部
活
動
の
地
域
移

行
に
つ
い
て
。

□
健
康
福
祉
分
科
会

　
　
　
保
育
所
・
児
童
ホ
ー
ム
の

待
機
児
童
解
消
・
施
設
整
備
・
保

育
士
確
保
の
推
進
に
つ
い
て
。

　
　
　
妊
娠
前
か
ら
出
産
・
子
育

て
期
に
わ
た
る
支
援
の
拡
充
に
つ

い
て
。

　
　
　

高
齢
者
・
障
害
者(

児)

支

援
の
強
化
及
び
重
層
的
支
援
の
推

進
に
つ
い
て
。

　
　
　
介
護
従
事
者
確
保
を
推
進

す
る
こ
と
。

　
福
祉
避
難
所
の
確
実
な
開
設
に

論
点

論
点

意
見

論
点

意
見

論
点

論
点

論
点

論
点

意
見

向
け
た
支
援
を
す
る
こ
と
。

　
　
　
児
童
相
談
所
の
整
備
と
い

く
し
あ
の
機
能
充
実
及
び
連
携
強

化
に
つ
い
て
。

　
　
　
動
物
愛
護
の
支
援
体
制
の

強
化
に
つ
い
て
。

□
経
済
環
境
企
業
分
科
会

　
　
　
物
価
高
騰
等
の
影
響
を
踏

ま
え
た
事
業
者
及
び
市
民
へ
の
経

済
的
支
援
に
つ
い
て
。

　
　
　
公
設
地
方
卸
売
市
場
の
再

整
備
に
つ
い
て
。

　
　
　
再
整
備
計
画
を
着
実
に
推

進
す
る
こ
と
。

　
　
　
脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
向

け
た
着
実
な
取
組
及
び
地
球
温
暖

化
対
策
の
推
進
に
つ
い
て
。

　
　
　
地
域
観
光
資
源
を
生
か
し

た
観
光
施
策
の
推
進
に
つ
い
て
。

　
　
　
大
阪
・
関
西
万
博
の
開
催

を
契
機
と
し
た
新
た
な
観
光
施
策

を
推
進
す
る
こ
と
。

　
　
　
地
域
経
済
活
性
化
の
た
め

の
取
組
強
化
に
つ
い
て
。

　
　
　
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
コ
ア
尼
崎
の
取
組
を
強
化
す
る

こ
と
。

　
市
内
企
業
の
外
国
人
労
働
者
の

獲
得
も
含
め
た
雇
用
を
促
進
す
る

こ
と
。

　
　
　
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
事

論
点

論
点

論
点

論
点

意
見

論
点

論
点

意
見

論
点

意
見

論
点

論
点�

…�

意
見
が
あ
っ
た
論
点

論
点�

…�

意
見
が
な
か
っ
た
論
点
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業
に
お
け
る
収
益
向
上
に
向
け
た

取
組
及
び
公
益
性
の
周
知
に
つ
い

て
。

　
　
　
ギ
ャ
ン
ブ
ル
依
存
症
対
策

の
取
組
を
強
化
す
る
こ
と
。

　
　
　
防
災
の
観
点
に
よ
る
、
上

下
水
道
整
備
及
び
保
守
点
検
業
務

の
推
進
に
つ
い
て
。

　
　
　
上
下
水
道
事
業
の
安
全
・

安
心
な
供
給
の
取
組
や
事
故
が
発

生
し
た
場
合
の
市
民
へ
の
周
知
な

ど
に
つ
い
て
、
よ
り
広
く
広
報
で

き
る
よ
う
な
取
組
に
つ
い
て
検
討

す
る
こ
と
。

□
建
設
消
防
防
災
分
科
会

　
　
　
大
規
模
災
害
に
備
え
た
防

災
・
減
災
の
取
組
に
つ
い
て
。

　
　
　
大
規
模
災
害
を
見
据
え
た

渋
滞
緩
和
と
緊
急
輸
送
道
路
確
保

に
向
け
た
都
市
基
盤
を
整
備
す
る

こ
と
。

　
　
　

フ
ァ
ミ
リ
ー
世
帯
の
定

住
・
転
入
に
資
す
る
良
好
な
住
環

境
の
創
出
に
つ
い
て
。

　
　
　
あ
ま
り
定
住
と
い
う
観
点

に
こ
だ
わ
ら
な
い
こ
と
。

　
　
　
武
庫
川
周
辺
阪
急
新
駅
整

備
に
係
る
取
組
に
つ
い
て
。

　
　
　
将
来
を
見
据
え
た
周
辺
整

備
を
行
う
こ
と
。

意
見

論
点

意
見

論
点

意
見

論
点

意
見

論
点

意
見

◆
令
和
７
年
度
予
算
へ
の
提
言
内

容【
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
な
教
育
の
推

進
、
学
校
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、

教
育
環
境
の
整
備
】

提
言

 
学
校
施
設
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
計
画
（
実
施
計
画
）
に
基
づ

い
た
計
画
的
な
整
備
は
も
と
よ
り
、

計
画
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
学

校
に
お
い
て
も
老
朽
化
が
著
し
い

施
設
が
あ
る
た
め
、
効
率
的
な
予

算
執
行
に
よ
り
適
切
な
維
持
管
理

を
行
う
と
と
も
に
、
洋
便
器
化
や

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
整
備
に
つ
い
て

も
着
実
か
つ
早
急
に
進
め
て
い
く

こ
と
。
ま
た
、
体
育
館
の
空
調
設

備
に
つ
い
て
は
、
現
在
行
っ
て
い

る
調
査
を
早
急
に
取
り
ま
と
め
、

導
入
に
向
け
た
考
え
方
を
示
し
、

児
童
・
生
徒
の
安
心
安
全
で
良
好

な
教
育
環
境
を
整
え
て
い
く
べ
き

で
あ
る
。

回
答

 

○ 

老
朽
化
が
著
し
い
学
校
施
設
へ

の
対
応
に
つ
い
て

　
学
校
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
計
画

（
実
施
計
画
）
に
基
づ
き
、
令
和

７
年
度
に
は
下
坂
部
小
学
校
の
建

替
事
業
を
進
め
る
ほ
か
、
外
壁
改

修
を
５
校
、
防
水
改
修
を
３
校
、

老
朽
化
し
た
空
調
の
更
新
を
13
校
、

照
明
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
を
11
校
で
行
う

な
ど
、
各
学
校
園
の
老
朽
化
に
応

じ
た
改
修
工
事
を
実
施
す
る
。
ま

た
、
柔
軟
な
予
算
執
行
に
よ
り
必

要
な
修
繕
を
可
能
な
限
り
実
施
す

る
な
ど
、
適
切
に
維
持
管
理
を
行

っ
て
い
く
。

○ 

洋
便
器
化
や
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の

整
備
に
つ
い
て

　
ト
イ
レ
の
洋
便
器
化
に
つ
い
て

は
、
令
和
９
年
度
の
設
置
率
80
％

を
目
指
し
、
改
修
工
事
を
推
進
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
令
和
７

年
度
に
も
引
き
続
き
６
校
園
の
工

事
を
行
い
、
設
置
率
は
76·

５
％

と
な
る
見
込
み
で
あ
る
。

　
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
設
置
は
要
配

慮
児
童
生
徒
が
在
籍
・
進
学
予
定

の
学
校
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
を
優

先
し
て
計
画
的
に
進
め
て
お
り
、

令
和
７
年
度
は
２
校
分
の
設
置
工

事
と
１
校
分
の
設
計
を
実
施
す
る
。

　
令
和
８
年
度
以
降
も
引
き
続
き
、

着
実
に
整
備
を
進
め
、
安
全
で
安

心
な
学
校
づ
く
り
を
計
画
的
に
進

め
て
い
く
。

○ 

体
育
館
の
空
調
設
備
に
つ
い
て

　
体
育
館
空
調
の
設
置
に
つ
い
て

は
、
夏
休
み
も
含
め
て
部
活
動
で

体
育
館
を
使
用
す
る
頻
度
が
高
い

こ
と
や
、
避
難
所
と
し
て
の
配
置

の
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮
し
て
、
中
学

校
・
高
校
を
優
先
し
て
整
備
を
進

め
る
。

　
令
和
７
年
度
は
２
校
分
の
設
置

工
事
と
１
校
分
の
設
計
を
行
う
。

ま
た
、
新
た
に
創
設
さ
れ
た
国
の

補
助
制
度
の
要
件
と
な
っ
て
い
る

断
熱
化
工
事
の
調
査
・
分
析
を
並

行
し
て
行
い
、
今
後
の
整
備
に
当

た
っ
て
の
効
果
的
な
進
め
方
を
整

理
す
る
。

【
脱
炭
素
や
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
な
ど
成
長

分
野
へ
の
事
業
展
開
な
ど
に
向
け

た
産
学
公
融
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
強

化
、
新
製
品
の
開
発
や
Ｉ
ｏ
Ｔ
化

の
導
入
の
支
援
な
ど
、
製
造
業
な

ど
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
促
進
支

援
、
あ
ま
咲
き
コ
イ
ン
を
活
用
し

た
地
域
商
業
の
発
展
及
び
キ
ャ
ッ

シ
ュ
レ
ス
の
推
進
】

提
言

 

あ
ま
咲
き
コ
イ
ン
に

つ
い
て
は
、
今
後
、
国
か
ら
の
臨

時
交
付
金
等
の
活
用
財
源
の
減
少

が
見
込
ま
れ
る
中
、
運
用
方
法
に

つ
い
て
の
検
討
を
進
め
、
次
年
度

に
は
そ
の
方
向
性
を
示
す
べ
き
で

あ
る
。
ま
た
、
経
済
状
況
を
注
視

す
る
中
で
、
今
後
も
国
の
経
済
対

策
が
示
さ
れ
た
際
に
は
、
あ
ま
咲

き
コ
イ
ン
等
を
活
用
す
る
中
で
事

業
者
及
び
市
民
へ
の
経
済
的
支
援

を
速
や
か
に
実
施
す
る
と
と
も
に
、

本
市
独
自
の
支
援
策
に
つ
い
て
も

充
実
さ
せ
、
物
価
高
騰
の
影
響
を

踏
ま
え
た
、
事
業
者
及
び
市
民
へ

の
経
済
的
支
援
を
推
進
し
て
い
く

べ
き
で
あ
る
。

回
答

 

○
あ
ま
咲
き
コ
イ
ン
に
つ
い
て

　
「
あ
ま
咲
き
コ
イ
ン
」
は
、
ポ

　
令
和
６
年
９
月
の
決
算
特
別
委
員
会
に
お
け
る
提
言
に
対

す
る
市
長
か
ら
の
回
答
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。
な
お
、
議

会
か
ら
の
提
言
に
つ
い
て
は
、
要
約
し
て
い
ま
す
の
で
、
詳

し
く
は
、
議
会
だ
よ
り
第
１
５
１
号
（
令
和
６
年
１2
月
１
日

発
行
）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

決
算
特
別
委
員
会
意
見
に
対
す
る
回
答
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イ
ン
ト
付
与
に
よ
る
イ
ン
セ
ン
テ

ィ
ブ
効
果
を
働
か
せ
る
こ
と
で
、

ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
収
や
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ

行
動
の
促
進
等
に
活
用
し
て
い
る

ほ
か
、
全
庁
的
な
ポ
イ
ン
ト
制
度

の
集
約
効
果
が
あ
る
な
ど
、
市
の

施
策
推
進
ツ
ー
ル
と
し
て
活
用
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
一
方
で
、
シ
ス
テ
ム
維
持
費
等

に
つ
い
て
は
一
般
財
源
で
負
担
し

て
事
業
を
継
続
し
て
い
る
も
の
の
、

国
の
臨
時
交
付
金
等
と
い
っ
た
財

源
が
な
け
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
よ

う
な
多
額
の
予
算
を
伴
う
プ
レ
ミ

ア
ム
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
実
施
は
困

難
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
中
、
令
和
７
年
度
は

国
の
臨
時
交
付
金
を
活
用
す
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
プ

レ
ミ
ア
ム
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
継
続

す
る
と
と
も
に
、
寄
附
の
獲
得
や

企
業
・
商
店
街
に
原
資
を
ご
負
担

い
た
だ
く
あ
ま
咲
き
コ
イ
ン
発
行

の
促
進
な
ど
、
よ
り
良
い
運
用
方

法
に
つ
い
て
引
き
続
き
検
討
を
進

め
る
。

○ 

物
価
高
騰
の
影
響
を
踏
ま
え
た

事
業
者
及
び
市
民
へ
の
経
済
的

支
援
に
つ
い
て

　
国
の
経
済
対
策
を
踏
ま
え
た
物

価
高
騰
に
対
す
る
支
援
と
し
て
令

和
６
年
12
月
補
正
予
算
で
計
上
し

た
「
社
会
福
祉
施
設
等
へ
の
一
時

支
援
金
の
給
付
」
等
に
加
え
、
令

和
７
年
度
予
算
に
お
い
て
も
物
価

高
騰
に
直
面
す
る
事
業
者
及
び
市

民
へ
の
各
種
支
援
を
計
上
し
て
い

る
。

　
具
体
的
に
は
、
事
業
者
と
市
民

の
両
面
を
支
援
す
る
「
あ
ま
咲
き

コ
イ
ン
プ
レ
ミ
ア
ム
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
」
を
は
じ
め
、
事
業
者
支
援
と

し
て
「
脱
炭
素
経
営
に
向
け
た
支

援
と
し
て
の
省
エ
ネ
設
備
導
入
等

に
対
す
る
補
助
」「
省
力
化
や
生

産
性
向
上
に
資
す
る
設
備
等
の
導

入
に
対
す
る
補
助
」
を
実
施
す
る

ほ
か
、
子
育
て
世
帯
を
中
心
と
し

た
生
活
者
支
援
と
し
て
「
学
校
給

食
の
食
材
費
高
騰
に
対
す
る
支

援
」「
子
ど
も
食
堂
等
へ
の
運
営

支
援
」
を
実
施
す
る
。

　
今
後
も
経
済
状
況
を
注
視
し
、

国
や
県
事
業
の
隙
間
を
支
援
す
る

と
い
う
考
え
方
の
も
と
、
物
価
高

騰
の
影
響
を
踏
ま
え
た
経
済
的
支

援
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。

【
研
修
等
を
通
じ
た
教
職
員
の
人

権
意
識
の
醸
成
及
び
指
導
力
の
向

上
、
安
全
・
安
心
な
学
校
園
づ
く

り
、
教
職
員
の
負
担
軽
減
に
向
け

た
取
組
】

提
言

 

教
員
の
資
質
向
上
に

向
け
た
取
組
に
つ
い
て
は
、
子
供

た
ち
が
健
全
に
育
つ
よ
う
、
教
員

の
い
じ
め
に
関
す
る
感
度
を
向
上

さ
せ
る
機
会
を
よ
り
一
層
充
実
さ

せ
、
い
じ
め
等
の
未
然
防
止
、
早

期
発
見
、
早
期
解
消
に
よ
り
、
子

ど
も
た
ち
に
と
っ
て
安
全
・
安
心

な
学
校
園
と
な
る
よ
う
に
、
ま
た
、

時
宜
に
応
じ
実
践
的
な
内
容
を
盛

り
込
ん
だ
研
修
に
よ
り
教
員
の
人

権
意
識
の
醸
成
・
向
上
に
取
り
組

む
べ
き
で
あ
る
。

　
教
員
の
働
き
方
改
革
に
つ
い
て

は
、
出
退
勤
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
、

客
観
的
な
在
校
時
間
を
把
握
で
き

る
こ
と
か
ら
、
今
後
は
勤
務
実
態

調
査
を
行
い
、
教
員
の
負
担
軽
減

に
つ
な
が
る
改
善
策
を
検
討
し
て

い
く
べ
き
で
あ
る
。

　
教
員
の
不
足
に
対
し
て
は
、
県

教
育
委
員
会
と
連
携
し
対
策
を
強

化
す
る
ほ
か
、
多
様
な
働
き
方
が

求
め
ら
れ
て
い
る
昨
今
、
現
場
の

実
情
に
応
じ
た
教
員
配
置
や
柔
軟

な
任
用
が
で
き
る
よ
う
県
教
育
委

員
会
へ
要
望
す
べ
き
で
あ
る
。

回
答

 

○ 

教
員
の
資
質
向
上
に
向
け
た
取

組
に
つ
い
て

　
経
験
年
数
や
職
階
・
職
務
に
応

じ
た
研
修
を
は
じ
め
、
授
業
力
や

指
導
力
の
向
上
に
向
け
た
研
修
等

の
更
な
る
充
実
を
目
指
す
と
と
も

に
、
特
に
、
人
権
意
識
の
醸
成
に

向
け
て
、
情
報
モ
ラ
ル
・
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
、
い
じ
め
予
防
や
対
応
、

体
罰
等
の
防
止
、
非
違
行
為
の
防

止
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
等
に
つ

い
て
、
よ
り
実
践
的
な
内
容
を
盛

り
込
み
な
が
ら
研
修
を
実
施
し
、

令
和
７
年
度
か
ら
は
日
本
語
指
導

が
必
要
な
児
童
等
へ
の
適
切
な
支

援
な
ど
に
つ
い
て
学
ぶ
研
修
を
新

た
に
加
え
る
な
ど
、
引
き
続
き
、

教
職
員
の
意
識
向
上
を
図
る
。

○ 

教
員
の
働
き
方
改
革
に
つ
い
て

　
令
和
６
年
度
か
ら
デ
ジ
タ
ル
採

点
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
、
定
期
テ

ス
ト
等
期
間
に
集
中
す
る
教
員
へ

の
負
担
軽
減
を
図
る
ほ
か
、
ス
ク

ー
ル
ロ
イ
ヤ
ー
の
設
置
や
ス
ク
ー

ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
体
制

強
化
な
ど
、
専
門
人
材
を
活
用
す

る
こ
と
で
、
教
員
の
負
担
軽
減
に

も
資
す
る
取
組
を
進
め
て
い
る
。

こ
う
し
た
取
組
の
効
果
を
踏
ま
え

る
と
と
も
に
教
職
員
の
時
間
外
在

校
時
間
の
上
限
時
間
内
の
達
成
率

向
上
を
図
る
た
め
に
業
務
内
容
の

把
握
を
進
め
、
更
な
る
教
員
の
働

き
方
改
革
に
着
実
に
取
り
組
ん
で

い
く
。

○ 

教
員
の
不
足
に
つ
い
て

　
産
前
産
後
休
暇
や
育
児
休
業
等

に
よ
り
年
度
途
中
で
、
教
員
に
欠

員
が
生
じ
た
場
合
、
児
童
生
徒
へ

の
授
業
が
で
き
な
い
な
ど
そ
の
影

響
は
非
常
に
大
き
い
こ
と
か
ら
、

育
児
休
業
等
を
取
得
す
る
正
規
教

員
の
代
替
と
し
て
任
用
す
る
臨
時

講
師
に
つ
い
て
は
、
年
度
当
初
か

ら
年
間
を
通
し
て
任
用
が
可
能
と

な
る
よ
う
兵
庫
県
教
育
委
員
会
へ

要
望
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
令
和
５

年
度
か
ら
年
間
を
通
し
て
の
任
用

が
可
能
と
な
っ
た
。

　
あ
わ
せ
て
欠
員
解
消
に
向
け
た

改
善
策
に
つ
い
て
、
今
後
も
機
を

捉
え
て
積
極
的
に
要
望
す
る
な
ど
、

県
教
育
委
員
会
と
連
携
し
て
取
り

組
ん
で
い
く
。

決算特別委員会意見に対する回答
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採決結果一覧表

採決結果一覧表（第２５回定例会）

区　　分 結果

公

明

党

日

本

維

新

の

会

市
民
グ
リ
ー
ン

ク

ラ

ブ

蒼

風

会

日
本
共
産
党

議

員

団

青

雲

の

会

み

ど

り

の

未

来

無

所

属

（
光
本
議
員
）

無

所

属

（
西
田
議
員
）

無

所

属

（
池
田
議
員
）

付託委員会

(12) (6) (5) (5) (4) (2) (2) (1) (1) (1)

条
例

議案第 ２２ 号 市立生涯学習プラザの設置及び管理に関する条例の一部改
正 原案可決 〇 〇 〇 〇 × 〇 × 〇 欠席 〇 予算特別

  〃  第 ２３ 号 市税条例等の一部改正 〃 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 総　　務
  〃  第 ２４ 号 職員定数条例の一部改正 〃 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〃
  〃  第 ２５ 号 市税条例及び債権管理条例の一部改正 〃 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠席 〇 予算特別

  〃  第 ２６ 号 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備
に関する条例 〃 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 総　　務

  〃  第 ２７ 号 職員退職手当支給条例及び教育職員の退職手当に関する条
例の一部改正 〃 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〃

  〃  第 ２８ 号 職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正 〃 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〃

  〃  第 ２９ 号 職員の給与制度を改正するための関係条例の整備に関する
条例 〃 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〃

  〃  第 ３０ 号 職員等の旅費に関する条例の一部改正 〃 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〃
  〃  第 ３１ 号 個人番号の利用に関する条例の一部改正 〃 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〃
  〃  第 ３２ 号 市立社会体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正 〃 〇 〇 〇 〇 × 〇 × 〇 欠席 〇 予算特別

  〃  第 ３３ 号 介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員、設備
及び運営の基準等を定める条例の一部改正 〃 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 健康福祉

  〃  第 ３４ 号 市立弥生ケ丘斎場の設置及び管理に関する条例の一部改正 〃 〇 〇 〇 〇 × 〇 × 〇 欠席 〇 予算特別
  〃  第 ３５ 号 浴場業に関する条例の一部改正 〃 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 健康福祉
  〃  第 ３６ 号 福祉医療費の助成に関する条例の一部改正 〃 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〃
  〃  第 ３７ 号 交通遺児激励金支給条例の一部改正 〃 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〃

  〃  第 ３８ 号 市立すこやかプラザの設置及び管理に関する条例の一部改
正 〃 〇 〇 〇 〇 × 〇 × 〇 欠席 〇 予算特別

  〃  第 ３９ 号
児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営の基準等
を定める条例及び就学前の子どもに関する教育、保育等の
総合的な提供の推進に関する法律に基づく認定こども園の
認定の要件等を定める条例の一部改正

〃 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 健康福祉

  〃  第 ４０ 号 企業投資活動促進条例の一部改正 〃 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 経済環境企業
  〃  第 ４１ 号 売春等取締条例を廃止する条例 〃 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 建設消防防災
  〃  第 ４２ 号 建築物等関係事務手数料条例の一部改正 〃 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠席 〇 予算特別
  〃  第 ４３ 号 消防団員退職報償金支給条例の一部改正 〃 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 建設消防防災
  〃  第 ４４ 号 消防職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正 〃 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〃
  〃  第 ５０ 号 職員の給与に関する条例の一部改正 〃 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠席 〇 委員会付託省略
  〃  第 ５１ 号 消防団員等公務災害補償条例の一部改正 〃 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠席 〇 〃

議員提出
議案第 １ 号 市議会個人情報の保護に関する条例の一部改正 〃 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〃

予
算

議案第 １ 号 ７年度一般会計予算 原案可決 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 欠席 〇 予算特別
  〃  第 ２ 号 ７年度国民健康保険事業費予算 〃 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 欠席 〇 〃
  〃  第 ３ 号 ７年度地方卸売市場事業費予算 〃 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠席 〇 〃
  〃  第 ４ 号 ７年度育英事業費予算 〃 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠席 〇 〃
  〃  第 ５ 号 ７年度公共用地先行取得事業費予算 〃 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠席 〇 〃
  〃  第 ６ 号 ７年度公害病認定患者救済事業費予算 〃 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠席 〇 〃
  〃  第 ７ 号 ７年度母子父子寡婦福祉資金貸付事業費予算 〃 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠席 〇 〃
  〃  第 ８ 号 ７年度介護保険事業費予算 〃 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 欠席 〇 〃
  〃  第 ９ 号 ７年度後期高齢者医療事業費予算 〃 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠席 〇 〃
  〃  第 １０ 号 ７年度水道事業会計予算 〃 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠席 〇 〃
  〃  第 １１ 号 ７年度工業用水道事業会計予算 〃 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠席 〇 〃
  〃  第 １２ 号 ７年度下水道事業会計予算 〃 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 欠席 〇 〃
  〃  第 １３ 号 ７年度モーターボート競走事業会計予算 〃 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 欠席 〇 〃
  〃  第 １４ 号 ６年度一般会計補正予算（第 １１ 号） 〃 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〃
  〃  第 １５ 号 ６年度国民健康保険事業費補正予算（第３号） 〃 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 健康福祉
  〃  第 １６ 号 ６年度育英事業費補正予算（第１号） 〃 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 総　　務
  〃  第 １７ 号 ６年度公共用地先行取得事業費補正予算（第１号） 〃 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 建設消防防災
  〃  第 １８ 号 ６年度公害病認定患者救済事業費補正予算（第２号） 〃 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 健康福祉
  〃  第 １９ 号 ６年度介護保険事業費補正予算（第２号） 〃 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〃
  〃  第 ２０ 号 ６年度後期高齢者医療事業費補正予算（第１号） 〃 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〃
  〃  第 ２１ 号 ６年度モーターボート競走事業会計補正予算（第２号） 〃 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 経済環境企業
  〃  第 ４９ 号 ６年度一般会計補正予算（第 １２ 号） 〃 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠席 〇 委員会付託省略
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採決結果一覧表/議員研修会を開催/議会の動き/議員の辞職について/編集後記/次回定例会の予定

■環境にやさしい植物インキで印刷しています

集
編

後
記

　
百
条
委
員
会
の
結
果
を
今
号
に

掲
載
し
ま
し
た
。

　
本
件
は
令
和
４
年
に
発
覚
し
て

以
降
「
政
務
活
動
費
の
制
度
検
証

等
特
別
委
員
会
」・「
政
治
倫
理
審

査
会
」・「
百
条
委
員
会
」
を
設
置

し
、
計
１
４
０
万
円
程
度
の
費
用

と
多
大
な
時
間
を
か
け
、
市
民
の

皆
さ
ま
か
ら
の
信
頼
を
取
り
戻
し
、

二
度
と
同
様
の
事
件
が
起
こ
ら
な

い
よ
う
に
す
る
た
め
、
議
会
と
し

て
で
き
得
る
限
り
の
方
法
を
用
い

て
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。
一
方

で
制
度
の
限
界
も
感
じ
ま
し
た
。

　
そ
し
て
、
本
件
も
含
め
、
現
議

員
の
任
期
中
最
後
の
予
算
議
会
が

終
了
し
ま
し
た
。
新
年
度
に
当
た

り
皆
さ
ま
に
と
っ
て
良
い
年
に
な

る
こ
と
を
心
よ
り
願
っ
て
い
ま
す
。

�

（
Ｔ
・
Ｓ
）

５月定例会の予定

▷本会議（５月13・22日）
▷常任委員会（５月15・16・19日）

市議会の審議の模様は、市議会
ホームページでご覧になれます。

詳しくは、議事課までお問い合わせください。

議員研修会を開催
　２月５日に兵庫県立障害児者リハ
ビリテーションセンター　センター
長の柴田　徹氏を講師に招き、「イ
ンクルーシブ社会の実現に向けての
現状・課題」をテーマに研修会を行
いました。
　社会の未来を担う子供たちへのイ
ンクルーシブ教育をはじめ、多くの
人が互いを理解し認め合い、行動し
ていくことの必要性や、誰一人取り
残されない未来のため、今後も取り
組まなければならない課題や継続的
な取り組みについて、お話しいただ
きました。

インクルーシブ教育などについて、
事例を踏まえたお話を伺いました。

議員の辞職について
　光本圭佑議員（無所属）から３月19日付で、議長宛てに辞職願が提出され、
３月21日に議会においてこれを許可しました。

【
２
月
】

５
日
▽
議
会
改
革
検
討
委
員
会

　
　
▽
議
員
研
修
会

12
日
▽�

光
本
圭
佑
議
員
に
よ
る
日
本
維

新
の
会
の
政
務
活
動
費
の
不
可

解
な
入
出
金
等
に
係
る
調
査
特

別
委
員
会

　
　
▽
会
派
代
表
者
会

　
　
▽
議
会
運
営
委
員
会

18
日
▽
議
会
運
営
委
員
会

19
日
▽
議
会
運
営
委
員
会

　
　
▽
本
会
議

　
　
▽
予
算
特
別
委
員
会

　
　
▽�

光
本
圭
佑
議
員
に
よ
る
日
本
維

新
の
会
の
政
務
活
動
費
の
不
可

解
な
入
出
金
等
に
係
る
調
査
特

別
委
員
会

21
日
▽
健
康
福
祉
委
員
会

　
　
▽
建
設
消
防
防
災
委
員
会

　
　
▽
予
算
特
別
委
員
会
（
分
科
会
）

25
日
▽
経
済
環
境
企
業
委
員
会

　
　
▽
予
算
特
別
委
員
会
（
分
科
会
）

26
日
▽
総
務
委
員
会

　
　
▽
文
教
委
員
会

　
　
▽
予
算
特
別
委
員
会
（
分
科
会
）

28
日
▽
議
会
運
営
委
員
会

【
３
月
】

３
日
▽
予
算
特
別
委
員
会

　
　
▽
議
会
運
営
委
員
会

　
　
▽
本
会
議

４
日
▽
本
会
議
（
代
表
質
疑
）

５
日
▽
本
会
議
（
代
表
質
疑
）

　
　
▽
予
算
特
別
委
員
会

６
・
７
日

　
　
▽
予
算
特
別
委
員
会
（
分
科
会
）

12
日
▽
議
会
運
営
委
員
会

　
　
▽�

光
本
圭
佑
議
員
に
よ
る
日
本
維

新
の
会
の
政
務
活
動
費
の
不
可

解
な
入
出
金
等
に
係
る
調
査
特

別
委
員
会

13
・
14
日

　
　
▽�

予
算
特
別
委
員
会（
総
括
質
疑
）

17
日
▽�

光
本
圭
佑
議
員
に
よ
る
日
本
維

新
の
会
の
政
務
活
動
費
の
不
可

解
な
入
出
金
等
に
係
る
調
査
特

別
委
員
会

18
日
▽
予
算
特
別
委
員
会

19
日
▽
議
会
運
営
委
員
会

21
日
▽
議
会
運
営
委
員
会

　
　
▽
本
会
議

　
　
▽
議
会
だ
よ
り
編
集
委
員
会

26
日
▽
議
会
改
革
検
討
委
員
会

議
会
の

動動
き

２
月
１
日
か
ら

３
月
31
日
ま
で

区　　分 結果

公

明

党

日

本

維

新

の

会

市
民
グ
リ
ー
ン

ク

ラ

ブ

蒼

風

会

日
本
共
産
党

議

員

団

青

雲

の

会

み

ど

り

の

未

来

無

所

属

（
光
本
議
員
）

無

所

属

（
西
田
議
員
）

無

所

属

（
池
田
議
員
）

付託委員会

(12) (6) (5) (5) (4) (2) (2) (1) (1) (1)
そ
の
他
の
案
件

議案第 ４５ 号 包括外部監査契約の締結 原案可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 総　　務
  〃  第 ４６ 号 指定管理者の指定（市立武庫健康ふれあい体育館） 〃 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 文　　教

  〃  第 ４７ 号 訴えの提起（建物明渡し等請求事件及び保証債務履行請求
事件） 〃 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 建設消防防災

  〃  第 ４８ 号 和解及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定 〃 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〃

人
事
案
件

議案第 ５２ 号 教育委員会教育長の任命 同　　意 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠席 〇 委員会付託省略
  〃  第 ５３ 号 教育委員会委員の任命 〃 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠席 〇 〃
  〃  第 ５４ 号 監査委員の選任 〃 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠席 〇 〃
  〃  第 ５５ 号 固定資産評価審査委員会の委員の選任 〃 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠席 〇 〃

調
査
報
告
書

光本圭佑議員による日本維新の会の政務活動費の不可解な
入出金等に係る調査 原案可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 除斥 欠席 〇

光本圭佑議員
による日本維
新の会の政務
活動費の不可
解な入出金等
に係る調査特

別（百条）
※会派名の下の（　）は会派ごとの所属議員数です。ただし、採決に加わらない議長（蒼風会）を含みます。
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